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政治資金監査に関するＱ＆Ａの改定・追加について 

 

１ 領収書等のあて名について 

（趣旨） 

政治資金規正法において、領収書等のあて名は記載事項とはされてい

ないが、収支報告書と併せて写しが提出される１件当たりの金額が１万

円を超える支出（人件費以外の経費の支出に限る。）に係る領収書等（以

下「高額領収書等」という。）については、あて名について確認等を行

う旨を政治資金監査マニュアルに規定している。 

しかしながら、政治資金監査において会計責任者に指摘しても改善が

見られないことがあるとの意見が登録政治資金監査人から示されてい

る。 

そこで、以下のとおり政治資金監査に関するＱ＆Ａを改定し、登録政

治資金監査人向けの政治資金監査マニュアル等に規定されている高額

領収書等のあて名の確認等について、政治団体の会計責任者等も含めて

より広く周知することとする。 
  

資料２ 
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【改定後のＱ＆Ａ】 
 

Ⅴ-８ あて名のないレシート 
Ｑ デパートやコンビニ等で発行されるあて名の記載されていないレシ

ートは、領収書等として認められるか。 

Ａ 政治資金規正法上の領収書等とは「支出の目的、金額及び年月日を記

載した領収書その他の支出を証すべき書面」とされており、通常、レシ

ートにはこれらの項目が記載されていますので、政治資金規正法上の領

収書等に該当します。 

なお、法の規定上、あて名の記載までは求められていませんが、政治

資金監査においては、国会議員関係政治団体においてあて名を備えた領

収書等の徴収が徹底されれば政治資金に関する収支報告の適正の確保

に資すること等から、収支報告書と併せて写しが提出される１件当たり

の金額が１万円を超える支出（人件費以外の経費の支出に限る。）に係

る領収書等については、あて名の確認等が求められています。 

このほか、領収書等については法令に基づきその写しが公表される場

合があることにもご留意ください。 

 

 

【改定前のＱ＆Ａ】 
 

Ⅴ-８ あて名のないレシート 
Ｑ デパートやコンビニ等で発行されるあて名の記載されていないレシ

ートは、領収書等として認められるか。 

Ａ 政治資金規正法上の領収書等とは「支出の目的、金額及び年月日を記

載した領収書その他の支出を証すべき書面」とされており、通常、レシ

ートにはこれらの項目が記載されていますので、政治資金規正法上の領

収書等に該当します。 
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２ 政治資金監査の質の向上に関する取組の趣旨について 

  平成２６年度第５回委員会において、登録政治資金監査人に対する個

別の指導・助言の取組を実施することを決定した。 

  この取組については、全登録政治資金監査人に対して文書を送付し周

知を行っているが、一層の周知を図るため、以下のとおり政治資金監査

に関するＱ＆Ａを追加し、改めてその趣旨を示すことにより、本取組へ

の登録政治資金監査人の一層の理解を求めることとしたい。 
 

【追加するＱ＆Ａ】 
 

Ⅷ-２ 個別の指導・助言の取組の趣旨について 
Ｑ 政治資金適正化委員会が登録政治資金監査人に対して実施する個別

の指導・助言の対象となった場合、政治資金監査を行うことができなく

なるのでしょうか。 

Ａ 個別の指導・助言の取組は、登録政治資金監査人に対して注意喚起を

行うことにより、政治資金監査の更なる質の向上を図ること等を目的と

しています。 

このため、個別の指導・助言の対象となったことをもって、政治資金

監査を行うことができなくなるわけではありません。 

ただし、登録政治資金監査人は、政治資金監査マニュアルに基づき政

治資金監査を行うことが法律上求められていますので、「政治資金監査

チェックリスト」及び「政治資金監査報告書チェックリスト」も活用し、

引き続き適確な政治資金監査の実施をお願いします。 
 


